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特定秘密保護法に反対する立命館大学法学部・法務研究科教員有志の意見 

 2013 年 11 月 26 日、「特定秘密の保護に関する法律案」（以下、特定秘密保護法案）は、衆議院本会議で採決されました。この法案

は、全国の弁護士会が反対表明を挙げていることからもわかるように、法的な観点から多くの問題点を抱えています。メディア関係者の

反対はもちろん、市民の間にも法の濫用を不安視する声が広がっています。25 日の福島での地方公聴会では、原発や原発事故に係

る正確な情報が市民に提供されてこなかった教訓も踏まえ、意見陳述者全員が反対しました。26 日午前の特別委員会でも、みんなの

党・日本維新の会との非公式協議に基づく修正案を、わずか 2 時間の審議で採決を強行するなど、熟議を尽くしているとはいえませ

ん。 

 立命館大学法学部・法務研究科に所属する私たちは、こうした拙速な審議を批判するとともに、教育者・研究者の見地から、また「自

由と清新」を建学の精神とし「平和と民主主義」を教学理念に掲げる立命館大学の構成員の立場から、特定秘密保護法案の問題性を

指摘し、これに反対の立場を表明します。 

 

１ 公務員やジャーナリストを育てる教育者として特定秘密保護法に反対します。 

現在審議されている特定秘密保護法は、主権者である国民の「知る権利」や表現の自由を著しく制約し、とくに直接の

処罰対象となる可能性が高い公務員や報道に関わる者に深刻な負担を強いるものです。私たちの所属する立命館大学

は、「豊かな個性を花開かせ、正義と倫理をもった地球市民として活躍できる人間の育成に努める」ことを憲章で宣言して

います。この憲章の理念を反映しながら、法学部においても、これまで多くの国家公務員、警察官、ジャーナリストを輩出

してきました。現在も多くの学生が、官公庁や報道機関への就職を目指して勉学に励んでいます。民間企業や研究機関

でも、国の「特定秘密」の取扱い者となる業種・分野もあります。彼・彼女らが進路として選択した職場が、「正義と倫理」を

もって働ける場であってほしいという願いからも、私たちは、特定秘密保護法に反対します。 

（１）公務員や特定秘密取扱い者の行動を、勤務中から私生活に至るまで、萎縮させます。 

特定秘密保護法が制定されると、防衛・外交・特定有害活動の防止・テロリズム防止という４分野の情報のうち特に秘匿

が必要なものを行政機関の長が「特定秘密」として指定され、その漏えいに対しては懲役 10 年以下の厳罰が科せられま

す。いわゆる「違法秘密」（政府の行為が憲法や法令に反しているにもかかわらず、これを秘匿している事実）についても、

これを公務員や秘密取扱い者が「正義と倫理」に忠実たらんとして内部告発をした場合、厳罰を覚悟しなければなりませ

ん。 

特定秘密保護法案は、特定秘密を取り扱う者に対する適性評価制度を導入しようとしています。評価の対象には、公務

員だけではなく、業務委託を受けた民間業者や従業員も含まれ、評価項目は、評価対象者の家族関係や犯罪歴、病歴、

経済的状態など、極めて広範な点に及びます。「特定有害活動」や「テロリズムとの関係」に関する調査というかたちで、思

想・信条に関わる調査も可能です。 

調査は、必要に応じて家族・親族や友人にも及ぶため、評価対象者のみならず家族や友人のプライバシーも評価実施
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機関が把握するところとなります。その結果、評価対象者は交友関係すら制限されることになり、私生活も含めた行動の自

由が縛られることになります。また、「不適正」と評価された場合には、職場における選別や差別の対象となる可能性もあり、

また、職場の相互不信を助長しかねません。 

（２）報道・取材の自由を萎縮させ、国民の知る権利を妨げます。 

 報道機関は、国政に関わる多種多様な情報・資料を提供することで、主権者である国民の「知る権利」に奉仕します。そ

れゆえ、報道機関の取材・報道の自由を最大限に保障することが、社会全体の利益にとって不可欠です。ところが、特定

秘密保護法は、公務員や特定秘密取扱い者の漏えいだけではなく、漏えいや取得についての共謀・教唆・せん動にも罰

則を科し、過失や未遂も処罰しようとしています。これにより報道・取材の自由が大きく制約されることは明らかです。公務

員からの取材活動が困難になるだけではなく、報道機関自身が萎縮し、自主規制の動きもみられることでしょう。 

 こうした批判をかわすために、法案は適用に際しての「報道の自由又は取材の自由に十分に配慮」する旨を明記しまし

た(22 条)が、このような訓示規定は恣意的な運用の歯止めにはなりません。たしかに、「出版又は報道に従事する者」の

取材には、公益目的性と方法の正当性を要件に違法性を阻却しうる枠組みになっています（同 2 項）。しかし、秘密漏え

いの教唆やせん動で逮捕・起訴された者が、後の裁判で正当業務の証明に成功して無罪が認められたとしても、逮捕や

それに伴う家宅捜査や押収が、自由な取材を萎縮させます。国会審議の中で、政府は、報道機関の正当な取材に対し捜

査を及ぼすことはないという見解も示してはいますが、法案中に、それを担保する規定はみられません。また、法の運用を

チェックする第三者機関の設置も、法の附則において「検討」を約束するのみで、具体的な枠組みはなんら示されていま

せん。 

 また、特定秘密保護法は、市民間の自由なコミュニケーションも萎縮させます。現代の IT 社会においては、報道機関の

みが「メディア」ではありません。一個人や小規模な市民団体が、HP やブログを立ち上げ、あるいは、Facebook や

twitter を通じて、市民の間の情報発信・情報共有のアクターとなっています。立命館大学の学生・教職員や卒業生の多

くも、こうした自由なコミュニケーションに一市民として参画しているはずです。しかし、こうした活動すら、場合によっては、

特定秘密の漏えい教唆・せん動とみなされかねません。 

 

２ 「学問の自由」を保障された研究者として特定秘密保護法に反対します。 

 特定秘密保護法は、「特定秘密」の取扱業務者だけではなく、業務知得者の漏えいも処罰対象にしています。近年の日

本の大学や研究機関では、「安全保障」という名目で、直接的な軍事的研究も行われています。そうでなくとも、科学技術

研究の多くの分野は、軍事的汎用性を持っています。したがって、「防衛」を対象とする特定秘密保護法の下では、国公

立であると私立であると問わず、大学で国や軍事産業の委託を受けて軍事研究や汎用技術の研究などを行う場合には、

研究者は適性評価の対象となり、秘密保全義務が課されます。そして、研究者間の情報共有と学術検証を目的とするも

のであっても、特定秘密の公表は、漏えい罪として、処罰の対象となるのです。その結果、大学や研究機関における自由

闊達な研究が大きく阻害されることになるでしょう。 

また、秘密指定の期間は 5 年を超えないとされていますが、最大 60 年までの延長は可能で、さらに半永久的な情報秘
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匿も可能な例外項目も設けられています。このような政治的に重要な事実の秘匿は、外交・安全保障を対象とする政治学

や歴史学の研究の遂行に著しい支障を来します。官僚機構や警察組織などを研究対象とする場合、公務員からのイ

ンタビューや情報収集は、大きく阻害されることでしょう。政治家や官僚からの証言に基づくオーラル・ヒスト

リーの構築といった研究手法も、数十年前の出来事を対処とする場合ですら、困難になります。こうした事態は、「学

問の自由」（憲法 23 条）にとって致命的です。 

 

３ 「自由と清新」「平和と民主主義」を掲げる立命館大学の構成員として特定秘密保護法に反対します。 

 立命館大学の建学の精神は「自由と清新」です。さらに、大学としてアジア太平洋戦争に協力した痛恨の反省から、戦

後は「平和と民主主義」を教学理念に掲げて、全学をあげて「平和」「民主主義」「人権」に重点を置いた教学と大学運営を

展開してきました。特定秘密保護法は、このような本学の建学の精神および教学理念からも、全く賛成できないものです。 

（１）特定秘密保護法は、憲法の平和主義に反します。 

特定秘密保護法は、国家安全保障会議設置と不可分一体で進められ、一般的な秘密の保全というよりは、軍事的な防

諜法の側面が強いものになっています。これは、戦争の放棄と戦力の不保持を定め、平和的生存権を保障した日本国憲

法の平和主義とは、相反する方向といえるでしょう。 

とりわけ、今回の特定秘密保護法は、それが米軍との一体化による日本の軍事力の全世界的展開を前提としている点

で、歴代政府が採ってきた専守防衛の立場をも逸脱する要素を含んでおり、また東アジアの国際的緊張を高めるもので

す。2012 年 4 月に公表された自由民主党の日本国憲法改正草案は、「国防軍」の創設とともに、機密保持法制の整備を

明記しました。同年 7 月に公表された「国家安全保障基本法案」では、集団的自衛権行使容認とともに、秘密保護法制定

が示されていました。秘密保護法の制定は、こうした軍事大国化の流れの中で、かねてから制定が熱望されていたものな

のです。そして、その背後には、GSOMIA(軍事情報包括保護協定)締結にも示されるように、日米の情報共有の進展を

踏まえた秘密保護強化の要請がある点は、周知のとおりです。 

（２） 特定秘密保護法は、民主主義・国民主権に反します。 

「知る権利」の制約が、主権者としての国民の活動を制約するものであることは、１で述べたとおりです。 

特定秘密保護法が制定されることになれば、国会議員の調査活動や議院の国政調査権なども制限を受ける可能性が

あります。国政調査の過程で国会議員が特定秘密に接する場合、委員会や調査会は秘密会とされ、出席した議員にも秘

密保全義務が課せられて、漏えい等の処罰対象となるからです。国会を通じた国民の国政監視は、現在以上に形骸化す

ることになるでしょう。 

そもそも、特定秘密保護法案の立法作業自体が、秘密かつ非民主的です。法案の方向性を決定づけた有識者会議は、

議事録も作成せず、会議資料や討議内容は現在も秘密扱いとなっています。内閣官房情報調査室による立案作業は、

与党の国会議員にも法案の内容を知らされない秘密裏のうちに行われました。法案へのパブリック・コメントの実施も、わ

ずか 2 週間に限定され、国民の意見を十分に聴取する姿勢が見られませんでした。それにもかかわらず寄せられた約 9

万件のコメントのうち 8 割近くが反対の意見であったにもかかわらず、こうした意見が反映された様子が見られません。 
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 以上のように、特定秘密保護法は、「自由と清新」という言葉で表現される自由闊達な市民社会を押しつぶし、「平和

と民主主義」を歪めるものです。またそれは、「教育・研究機関として世界と日本の平和的・民主的・持続的発展に貢献す

る」という立命館憲章第 5 条の精神とも合致しないものです。一部野党との非公式協議の中でなされた部分的修正も、上

で述べた特定秘密保護法の問題点を本質的に改善するものではありません。私たちは、特定秘密保護法の制定に強く

反対します。 

                          2013 年 11 月 26 日 

 

呼びかけ人（50 音順）  市川正人 植松健一 倉田玲 倉田原志 小松浩 多田一路  

賛同人（2013 年 12 月 2 日現在：50 音順） 浅田和茂 安達光治 荒川重勝* 井垣敏生 生田勝義 生熊長幸 石原浩澄   

出田健一 上田寛 大久保史郎 大平祐一、小田幸児 加波眞一 嘉門優 小堀眞裕 斎藤浩 坂田隆介 佐藤渉 島津幸

子 須藤陽子 徐勝 高橋直人 田中恒好 遠山千佳 德川信治 中谷義和* 中島茂樹 浪花健三 二宮周平 野口雅弘 

藤原猛爾 渕野貴生 本田稔 堀雅晴 松尾剛 松宮孝明 松本克美 宮井雅明 宮脇正晴 望月爾 森下弘 森久智江 

山田希 山名隆男 湯山智之 吉岡公美子 吉田美喜夫 吉田容子 吉村良一 渡辺千原 和田真一  

他 4名（*は名誉教授）   以上、呼びかけ人を含む 61 名 

   


